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所
得
が
少
な
い
・
失
業
中
・
災

害
な
ど
の
理
由
で
国
民
年
金
を
納

め
る
の
が
困
難
な
方
は
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
納
付
が

免
除
さ
れ
ま
す
。

　

一
年
分
（
平
成　

年
７
月
〜
平

１６

成　

年
６
月
）
の
免
除
を
希
望
さ

１７
れ
る
方
は
、
町
民
福
祉
課
年
金
係

へ
７
月
か
ら
８
月
ま
で
の
間
に
、

印
鑑
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
失
業
が
理
由
の
場
合
は
、
事
実

を
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
や
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
な
ど
、
公
的
機
関
の
証
明
書

の
写
し
が
必
要
）

　

本
町
で
も
失
業
者
が
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
せ
ず
免
除
の
申
請
を
し
ま

し
ょ
う
。
未
納
の
ま
ま
で
は
、
将

来
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
や
、

病
気
や
事
故
で
重
症
と
な
っ
て
も

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
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町
民
福
祉
課
年
金
係

（
�　

―
１
１
１
１
内
線
２
３
５
）

５７

　

宮
之
城
敬
老
園
は
、
行
政
改
革

推
進
の
一
環
と
し
て
民
間
の
社
会

福
祉
法
人
に
移
管
（
譲
渡
）
す
る

た
め
移
管
先
を
募
集
し
ま
す
。
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社
会
福
祉
施
設
を
運
営
し
て
い

る
社
会
福
祉
法
人
か
、
宮
之
城
敬

老
園
を
運
営
す
る
た
め
新
た
に
社

会
福
祉
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す

る
者
で
、
宮
之
城
町
、
鶴
田
町
、

薩
摩
町
の
い
ず
れ
か
に
住
所
を
有

す
る
こ
と
。
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移
管
に
際
し
て
条
件
等
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
宮
之
城
町

役
場
保
健
福
祉
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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施
設
の
見
学
及
び
運
営
等
に
つ

い
て
の
質
問
等
は
、
事
前
に
宮
之

城
敬
老
園
（
�　

―
９
８
５
０
）

５５

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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平
成　

年
７
月　

日
（
木
）

１６

１５
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宮
之
城
町
役
場
保
健
福
祉
課

　

�　

―
１
１
１
１

５３

（
内
線
１
２
０
・
１
２
２
）

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�
�
�
�
�
�
�

����������
����������
����������
����������
����������

�
�
�
�
�

つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
自
分
の
所

有
す
る
農
地
を
転
用
す
る
場
合

（
農
地
法
４
条
）
と
第
３
者
の
農

地
を
買
っ
た
り
借
り
た
り
し
て
転

用
す
る
場
合
（
農
地
法
５
条
）
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
許
可
権
者
は
県

知
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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無
断
転
用
に
は
、
厳
し
い
罰
則

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

許
可
を
受
け
ず
に
お
こ
な
っ
た

行
為
は
、
農
地
法
違
反
で
す
の
で
、

農
地
等
の
権
利
取
得
の
効
力
が
生

じ
な
い
だ
け
で
な
く
、
県
知
事
は

工
事
の
中
止
、
現
状
回
復
な
ど
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
に
違
反
し
た
場

合
に
は
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
等
が
科

せ
ら
れ
ま
す
。
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農
地
転
用
の
申
請
受
付
は
農
業

委
員
会
で
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

転
用
に
関
す
る
相
談
や
苦
情
、

ま
た
詳
し
い
手
続
き
方
法
に
つ
い

て
も
、
農
業
委
員
会
事
務
局

（
�　

―
１
１
１
１
内
線
２
３
０
）

５７

か
、
お
近
く
の
農
業
委
員
ま
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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農
地
転
用
と
は
、
農
地
を
農
地

で
無
く
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
農
地

に
区
画
形
質
の
変
更
を
加
え
て
住

宅
（
倉
庫
）
用
地
や
駐
車
場
、
道

路
、
山
林
な
ど
の
用
地
に
転
換
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
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農
地
は
、
人
々
の
存
在
に
欠
か

せ
な
い
食
料
の
大
切
な
生
産
基
盤

で
す
。

　

特
に
、
耕
地
面
積
が
狭
い
う
え

に
人
口
が
多
い
わ
が
国
で
は
、
食

料
の
自
給
率
も
低
く
、
優
良
な
農

地
は
大
切
に
守
っ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
農
地
の

転
用
に
は
農
地
法
で
一
定
の
規
制

が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

す
べ
て
の
農
地
が
転
用
許
可
の

対
象
に
な
り
ま
す
。
地
目
が
農
地

で
あ
れ
ば
、
耕
作
が
さ
れ
て
い
な

く
て
も
農
地
性
（
農
地
と
し
て
活

用
で
き
る
状
態
）
が
あ
る
限
り
農

地
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

地
目
が
農
地
で
な
く
て
も
、
耕
作

さ
れ
て
い
る
土
地
も
農
地
と
見
な

さ
れ
ま
す
。
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農
地
を
一
時
的
な
資
材
置
場
、

砂
利
採
取
場
、
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
の

設
置
な
ど
と
し
て
利
用
す
る
場
合

も
転
用
に
な
り
申
請
が
必
要
で
す
。
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自
己
の
農
地
の
保
全
ま
た
は
利

用
上
必
要
な
施
設
（
耕
作
用
の
道

路
、
用
水
路
、
土
留
工
、
防
風
林

等
）
に
転
用
す
る
場
合
に
は
申
請

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
温

室
、
畜
舎
、
作
業
場
等
農
業
経
営

上
必
要
な
施
設
に
転
用
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
面
積
が
２
ａ
未
満
で
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
し
な
い
も
の

で
あ
れ
ば
同
様
で
す
。

　

農
地
は
、
農
用
地
区
域
内
農
地

と
そ
れ
以
外
の
農
地
と
に
分
か
れ

て
お
り
、
農
用
地
区
域
内
の
農
地

に
つ
い
て
は
、
原
則
不
許
可
で
、

転
用
の
た
め
に
は
事
前
に
区
域
の

除
外
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

転
用
許
可
制
度
に
つ
い
て
は
２
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